
　ダンプカーの事故防止のためには、運転
者自身の自覚はもちろんですが、安全運転
管理者・運行管理者による安全教育や安全
運行管理が最も重要です。安全管理の最低
限の“ポイント”を作成しました。
　いつも携帯して活用してください。

2019.5

Ｎ-0000 ダンプカーの安全管理ポイント　表面（420×148㎜ 4×4ｃ）C M Y K 第一デ 岸田
　2021.12.17初校

一般社団法人　日本建設業連合会
公衆災害対策委員会　交通対策部会
建 設 三 団 体 安 全 対 策 協 議 会

運搬ルートの設定
及び追跡調査
運搬ルートの設定
及び追跡調査

■運搬計画は、運搬ルートにおける交通上の問題点
　を考慮に入れて策定しましょう。
■土取場、土捨場等に至る安全な運搬ルートを選定
　し、交通危険マップを作成、活用するなど運転者
　教育を行ないましょう。
■定期的に、運行中のダンプカーを追尾し、積載状
　況、走行速度、運転マナー等を調査し、効果的な
　運行管理に努めましょう。
　

積載制限の遵守と土砂等
飛散防止措置の確認

■自重計による積載重量のチェックを励行させましょう。
■荷主、荷送人、荷受人は、積荷について確認しま
　しょう。
■単位重量が同じものについては、積込み場所等に
　「荷姿」の略図を掲示して活用しましょう。
■洗車設備の設置など、土砂飛散防止措置等につい
　て確認しましょう。
　

■マフラーの切断、着色フィルム貼付、装飾板の設置、さし枠
　取り付けなどの不正改造がないかのチェックをしましょう。
■タイヤの磨耗がないか、石などの異物の挟み込みはないか、
　空気圧は適正かなどの点検確認をしましょう。
■不法無線局の設置はないか、また走行中、携帯電話・メール
　交信等の危険な運転はしてないかの注意をしましょう。
■赤旗、発煙筒などの非常信号用具や停止表示器材等の装備と、
　発煙筒の有効期限や機能について確認しておきましょう。

■作業現場等への入場時間待ちや、土砂積み込み作業時以
　外での路上駐車はしていないか注意しましょう。
■休憩中や継続的に駐車しようとする時には、アイドリン
　グストップに努め、周辺の環境浄化に配慮させましょう。
■急発進、急制動、急ハンドルなどの粗暴な運転で一般ド
　ライバーに不安を覚えさせないようにさせましょう。
■歩行者、自転車などの交通弱者、および高齢者の保護に
　配慮した優しい運転に努めさせましょう。
　

積載制限の遵守と土砂等
飛散防止措置の確認

使用車両の確認と
装備品の点検

法令遵守と
優しい運転の指導
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健康診断の実施と
記録の確認
健康診断の実施と
記録の確認

■安衛法で指定されている検査項目について、健康
　診断を受けているか、協力会社から健康診断個人
　票の写しの提出（プライバシーに関するので慎重
　な取扱いが必要）等により確認しましょう。
■定期健康診断（1回／年）の受診状況を確認しましょう。
■毎日稼働前に健康状態を確認しましょう。

運転者名簿の提出と確認運転者名簿の提出と確認

■協力会社から、使用するダンプカー等について、
　工事用車両届を提出させましょう。
■届出によって車種、車両番号、車検期間、運転者
　名、免許番号、有効期限、免許の種類、任意保険
　加入の有無等の名簿一覧表を作成し、常に把握し
　ましょう。

安全運転管理者・運行管理者
の選任・届出の確認
安全運転管理者・運行管理者
の選任・届出の確認

■ダンプカー5台以上の使用者が、安全運転管理者
　（20台を超える場合は副安全運転管理者含む）の
　選任・届出をしているかを確認しましょう。
■一般貨物自動車運送事業者が、運行管理者を選任
　・届出をしているかを確認しましょう。
■安全運転管理者・運行管理者は、自動車の使用者
　に代わって、安全運転確保のための具体的な活動
　を行っているか確認しましょう。

車検・日常点検・定期点検の
実施と確認
車検・日常点検・定期点検の
実施と確認

N-4535 ダンプカーの安全管理ポイント　中面（420×148㎜ 4×4ｃ）C M Y K 第一デ 田中
　2019.04.5下版

■ダンプカーの使用者、運転者は、1日1回運行開始
　前において日常点検整備を、期間3ヵ月毎には定期
　点検整備をしましょう。　
■ダンプカーの使用者は、点検整備記録簿を自動車
　ごとに備え置き、実施の都度記載しましょう。
■点検整備記録簿は、事業用自動車、貨物自動車に
　あっては2年間、自家用乗用自動車にあっては1
　年間保存しましょう。
■定期的に点検記録簿を提出させ確認しましょう。

運行記録計の確認運行記録計の確認

■ダンプカー（最大積載量5トン以上）に運行記録計
（タコメーター）を備え付けているか確認しましょう。
■タコメーターについて、その記録の一部を、定期
　的に協力会社より提出させ、運転速度、長時間運
　転等のチェック状況を確認し、是正する必要があ
　ればその都度指導しましょう。
■記録は1年間保存しましょう。
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